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第１章 第４次地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の概要 

 

１ 計画の趣旨 

 

地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号）第21条第1項に基づき、地

方公共団体においては、地方公共団体自らが排出する温室効果ガスの抑制に向けて、実行

計画を定めることとされています。 

市役所自らが事業者、消費者の立場から、環境保全に向けた行動を率先して実施し、環

境負荷の低減を図るとともに、市民、事業者の行う地球温暖化防止対策に配慮した自主的

な取り組みを促進することを目的として、平成18年4月に「大垣市地球温暖化対策実行計

画」、平成23年4月に第2次、平成28年4月に第3次、さらに令和3年3月に第4次計画を策定し

ました｡ 

 

 

〔地球温暖化対策の推進に関する法律における計画の位置づけ〕 

〇 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号）（抜粋） 

（地方公共団体実行計画等） 

第21条 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、

当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並び

に吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画（以下「地方公共団体実行計画」

という。）を策定するものとする。 

 

 

〔大垣市環境基本条例における計画の位置づけ〕 

○ 大垣市環境基本条例（平成19年条例第3号）（抜粋） 

第2章 環境の保全及び創出 

（資源の循環的な利用等の促進） 

第17条 市は、地球温暖化対策実行計画、環境マネジメントシステム及びグリーン購入

基本方針を策定し、環境への負荷の低減を図るため、率先してグリーン購入を行うと

ともに、施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たって、資源の循環的な利

用及び新エネルギーの有効利用が促進されるよう必要な措置を講じなければならな

い。 
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〔大垣市未来ビジョン基本構想における「地球温暖化対策」の位置づけ〕 

○ 大垣市未来ビジョン基本構想 

4  未来のピース（抜粋） 

⑶ みんなが安心するまち（ピース３：生活環境） 

③ 自然との共生と環境保全 

【自然とともにくらす】 

太陽光エネルギーをはじめとする様々な自然エネルギーは、日々のくらしを営むため

の重要なエネルギーとなっています。 

また、エネルギーの研究は発展を続け、バイオエネルギーなどの新しいエネルギーが

実用化され、公共施設や住宅、工場、商業施設などへの導入がすすむとともに、省エネ

ルギーをはじめとした環境負荷の低減や、自然との共生への意識向上も図られています。 

 

 

〔大垣市エコ水都環境プランにおける「地球温暖化対策」の位置づけ〕 

○ 大垣市エコ水都環境プラン 

第3章  計画の目標 

3.2  基本目標及び個別目標 

本計画の「望ましい環境像」の実現を図るために、展開する基本目標及び個別目標は

次のとおりです。これらの目標は、施策の展開によりその達成が図られるものです。 

基本目標2 低炭素化 ～身近なことから地球温暖化対策をすすめるまちにします～ 

個別目標1 地球温暖化対策 

 

第4章  目標実現に向けた取り組み 

4.2.3  個別目標ごとの取り組み 

1) 地球温暖化対策 

「大垣市地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編）」に基づき、地球温暖

化防止に配慮した暮らしや事業活動に取り組むまちづくりをすすめます。 

【施  策】 

① 「大垣市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」に基づき、地球温暖化対策をす

すめます。 

② クールビズなどの低炭素アクション（Fun to Share）を推進します。 

③ 「大垣市都市計画マスタープラン」などに基づき、集約型都市構造への転換を図り、

日常的に徒歩や自転車等の利用できる市街地の形成をすすめます。 

④ 代替フロンの適正管理・処分を徹底します。 
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⑤ 「大垣市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」に基づき、公共施設における地

球温暖化対策をすすめます。 

【市民・事業者の取り組み】 

① 「大垣市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」に基づき、地球温暖化対策の活

動に協力します。（市民、事業者） 

② ぎふエコ宣言に参加するなど、地域で展開されている地球温暖化対策の活動に協力

します。（市民、事業者） 

③ クールビズやウォームビズを実践するなど冷暖房での適切な温度設定に努めます。

（事業者） 

④ フロン類は法令に基づき適切に管理・処理を行います。（事業者） 

⑤ 家庭や事業所、地域などでの身近な緑化や「グリーンカーテン」づくりに取り組み

ます。（市民、事業者） 

 

 

〔ＳＤＧｓの17の目標〕 
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２ 計画の位置づけ 

 

この計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律や「大垣市環境基本条例」（平成19年

条例第3号）に基づき、「大垣市未来ビジョン」や「大垣市エコ水都環境プラン（大垣市第

3期環境基本計画）」を上位計画として策定し、大垣市役所の環境負荷低減を図るための具

体的な取り組み内容を示したものです。 

さらに、国の「地球温暖化対策計画」、岐阜県の「地球温暖化対策実行計画」及び市の

他の個別計画等とも十分な整合性を図っていきます。 

 

 

〔計画の位置づけ〕 

                    

                    

                    

                    

         
 

          

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

  

環境基本条例 

未来ビジョン 

エコ水都環境プラン 

大垣市第4次 

地球温暖化 

対策実行計画 

（事務事業編） 

地球温暖化対策の推
進に関する法律 
地球温暖化対策計画 

国 

各種関連事業・施策の実施 

・地球温暖化対策実行計画
（区域施策編） 

・新エネルギービジョン 

他の個別計画 

地球温暖化対策実行 

計画 

県 
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３ 計画の期間 

 

この計画の期間は、令和3年度から令和7年度までの5年間とします。 

なお、策定後は、国の地球温暖化対策の動向や社会情勢の変化、事業の実施状況などを

踏まえ適宜に見直しを行います。 

 

 

〔計画の期間〕 

 
R2 

2020 

R3 

2021 

R4 

2022 

R5 

2023 

R6 

2024 

R7 

2025 

第4次地球温暖化対策

実行計画（事務事業編） 
策定      

未来ビジョン       
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４ 計画の体系 

 

 

⑴ 施策体系図 

 

大垣市第４次地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

                                        

  
１ 施設等における省エネ活動 

  

                                        

    

⑴ 電気使用量の削減 

⑵ 都市ガス使用量の削減 

⑶ ＬＰＧ使用量の削減 

⑷ Ａ重油使用量の削減 

⑸ 灯油使用量の削減 

⑹ 水使用量の削減 

⑺ 事務用紙等使用量の削減 

⑻ 緑化の推進 

    

                                        

  
２ 新エネルギー・省エネルギーの導入 

  

                                        

    ⑴ 新エネルギー設備の導入 

⑵ 省エネルギー設備の導入     

                                        

  
３ 公用車燃料等削減の取り組み 

  

                                        

    ⑴ 公用車燃料使用量の削減 

⑵ 公用車走行距離の削減 

⑶ 自転車の利用 

⑷ 公共交通の利用 

⑸ 次世代自動車への更新 
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４ 環境負荷の少ない製品、工法の選択 

  

                                        

    
⑴ グリーン購入の推進 

    

                                        

  
５ 廃棄物の発生抑制及びリサイクルの取り組み 

  

                                        

    ⑴ 廃棄物の減量化及びリサイクルの推進 

⑵ 廃プラスチック排出量の削減 

⑶ 下水処理量の削減     

                                        

  
６ 職員意識向上 

  

                                        

    ⑴ 研修会の参加 

⑵ 環境活動の参加     
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⑵ 目標数値 

〔目標指標〕 

区分 
基準年度 目標数値 

（令和元年度） （令和7年度） （令和12年度） 

市独自分    

 

各施設（浄化センター、

市民病院を除く。）（kg-

CO₂） 

19,279,608 50％以上削減 80％以上削減 

浄化センター（エネル

ギー起源の温室効果ガ

ス）（kg-CO₂/千㎥） 

156.6 原単位5.0％以上

削減 

原単位90％以上

削減 

市民病院（kg-CO₂/㎡・

h） 

12.71 原単位5.0％以上

削減 

原単位25％以上

削減 

協 働 分    

 

クリーンセンターでの

一般廃棄物の焼却 

公共下水道終末処理場

での下水処理 

（kg-CO₂） 

42,744,627 5.0％以上削減 10％以上削減 

※ 浄化センター：大垣市浄化センター、上石津北部浄化センター、上石津中部浄化セン

ター、墨俣浄化センター 

※ 浄化センター原単位：浄化センターエネルギー使用量（kg-CO₂）/下水処理量（千㎥） 

※ 市民病院原単位：市民病院エネルギー使用量（kg-CO₂）/（空調面積（㎡）×空調時間

（h）） 

※ 協働分：一般廃棄物焼却量（その他プラスチック＋合成繊維）（kg-CO₂）＋下水処理

量（kg-CO₂） 
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⑶ 推進施策 

 

温室効果ガスの削減に努めることが重要である認識のもと、以下のような取り組みを行

っていきます。 

 

取組項目１ 施設等における省エネ活動 

 

⑴ 考 え 方 

 

① 電気の使用用途は、すべての事務事業に大きく関わっており、特に、業務の電子化や

施設の利用率の増加等に伴い電気使用量は増加傾向にあります。 

② Ａ重油やＬＰＧ、都市ガス、灯油、水使用量の削減は、電気とともに日常の生活や業

務の中で、資源の有効活用という観点から重要な取り組みです。 

③ 事務用紙等使用量の削減については、二酸化炭素の吸収源である森林資源の保全や、

廃棄物の削減などの観点から重要な取り組みです。 

④ グリーンカーテンの設置や屋上緑化、壁面緑化などの取り組みは、温室効果ガス削減

に有効な方法として知られています。 

 

⑵ 推 進 策 

 

① 電気使用量の削減 

 

1) 昼休み、終業時には、室内の照明器具、ＯＡ機器等（常時稼働を要するものは除く。）、

電気製品等の電源を切るなど、待機時消費電力の削減に努めます。 

2) 執務中、職場内の不必要な照明を消灯します。 

3) 緊急時を除き、ノー残業デーの取り組みを徹底します。 

4) 冷暖房の適正温度を徹底します。 

1  室温は、病院や福祉施設等を除き、原則として冷房28℃、暖房19℃とします。 

2  適正な温度管理を推進するため、「クールビズ」や「ウォームビズ」を積極的に展開

します。 

3  事務室の遮熱や保温効果を高めるため、夏季や冬季の退庁時にはブラインドを下げま

す。 

 

② 都市ガス使用量の削減 
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③ ＬＰＧ使用量の削減 

 

④ Ａ重油使用量の削減 

 

⑤ 灯油使用量の削減 

 

1) 燃料使用量の削減に向け、計画的な整備、運転管理を行います。 

2) 冷暖房の適正温度を徹底します。（再掲） 

 

⑥ 水使用量の削減 

 

1) こまめな節水を行います。 

2) 二次利用水の使用に努めます。 

 

⑦ 事務用紙等使用量の削減 

 

1) 印刷物をできる限り簡素化し、印刷部数の適正化を図ります。 

2) 文書は、原則として両面印刷とします。 

3) 文書の下書きや校正、テスト印刷等を行う場合は、片面印刷済用紙（裏紙）を活用し

ます。 

4) 文書類は、できる限りパソコンを使用して作成し、その送付は、庁内情報システム（電

子メール）を利用します。 

5) 各種報告書などの文書は、できる限り市ホームページで公開することにより、作成部

数の削減を図ります。 

6) 使用済封筒の再使用を図ります。 

7) 会議や決裁におけるペーパーレス化を図ります。 

 

⑧ 緑化の推進 

 

各施設において、グリーンカーテンの設置や屋上緑化、壁面緑化等の積極的な実施に努

め、空調使用時間の低減を図ります。 
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取組項目２ 新エネルギー・省エネルギーの導入 

 

⑴ 考 え 方 

 

① 太陽光発電や消化ガス発電、地中熱利用などの新エネルギー分野については、エネル

ギーの効率的活用や温室効果ガスの削減に有効な取り組みとして注目されています。 

② 施設等の改修時や新設時において、省エネルギー機器を導入することは、温室効果ガ

ス削減に有効な取り組みです。 

 

⑵ 推 進 策 

 

① 新エネルギー設備の導入 

 

クリーンなエネルギーである太陽光発電や地中熱利用などの新エネルギーについて、補

助制度を活用しながら率先して設置します。 

なお、太陽光発電設備の導入については、自己所有方式だけでなく、民間活力を活用し

たＰＰＡ方式での導入を進め、2030年度（令和12年度）までには設置可能な市施設等の50％

へ導入、2040年度（令和22年度）までには100％導入を目指します。 

 

② 省エネルギー設備の導入 

 

各施設及び空調などの設備の更新時や新設時において、エネルギー消費効率が高い設備

の導入に努めます。 

 

③ 再生可能エネルギー電力の導入 

 

市有施設の電力については、2025年度（令和7年度）までに使用電力の30%を再生可能エ

ネルギー電力とし、2030年度（令和12年度）までに再生可能エネルギー100%導入を図りま

す。 
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取組項目３ 公用車燃料等削減の取り組み 

 

⑴ 考 え 方 

 

① 自動車の排気ガスは、地球温暖化や酸性雨、大気汚染などを引き起こしています。 

② 環境に配慮したエコドライブを実践することにより、燃費が向上し、二酸化炭素排出

量等が削減できます。 

③ 自動車の更新時には、環境に配慮した自動車の購入に努めることが重要です。 

④ 自転車の活用は、環境負荷低減や健康管理の観点から重要な取り組みであり、日常の

業務に伴う短距離の移動手段を、温室効果ガスの排出源である自動車等から自転車に転

換し、その利用を推進します。 

 

⑵ 推 進 策 

 

① 公用車燃料使用量の削減 

 

② 公用車走行距離の削減 

 

1) 駐停車時にエンジンを停止するアイドリングストップを実施します。 

2) 同じ方向に出向く時は、相乗りによる公用車の効率的利用を図ります。 

3) エコドライブを実施します。 

1  急加速、急発進、急ブレーキをしません。 

2  不要な荷物を積みっぱなしにしません。 

3  タイヤの空気圧を毎月1回点検します。 

4  回転計（タコメーター）が装着されている場合は、約2,000rpm（回転）を超えないよ

うに運転します。 

4) 公用車使用実態を精査して、台数の見直しを行い、その削減を図ります。 

5) 車両ごとの走行距離や燃費等を把握するなど、燃料使用量の調査をきめ細かく行いま

す。 

 

③ 自転車の利用 

 

短距離（1㎞以内）の移動には、できる限り自転車を利用します。 

〔例〕 大垣市役所の場合、東は国道258号、西は養老鉄道西大垣駅、南は東海道新幹線、

北は大垣駅までを目安とします。 
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④ 公共交通の利用 

 

養老線沿線への移動には、市購入の養老鉄道ビジネスパスを利用します。 

 

⑤ 次世代自動車への更新 

 

公用車等の更新時には、電気自動車（ＥＶ）、プラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）ま

たは燃料電池自動車（ＦＣＶ）の環境負荷が低減される次世代自動車を選択し、2030年度

（令和12年度）までに市有車の全乗用車について次世代自動車への更新を図ります。 
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取組項目４ 環境負荷の少ない製品、工法の選択 

 

⑴ 考 え 方 

 

① 持続可能な社会の実現に向けて、製品やサービスを購入する際に、環境への負荷がで

きるだけ少ないものを選んで購入するグリーン購入の取り組みが重要です。 

② 幅広く情報を得て、環境負荷の少ない製品等の購入に努めます。 

③ 公共工事においては、環境負荷の低減に資する工法を採用することが重要です。 

 

⑵ 推 進 策 

 

① グリーン購入の推進 

 

1) 大垣市グリーン購入基本方針（公共工事における環境配慮指針）に基づき、施設等の

新設や増設における新エネルギーや省エネルギー設備の導入、また、リサイクル資材の

使用など環境に配慮した工事設計を行います。 

2) 大垣市グリーン購入基本方針（グリーン購入調達指針）に基づき、環境に配慮した物

品購入を行います。 
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取組項目５ 廃棄物の発生抑制及びリサイクルの取り組み 

 

⑴ 考 え 方 

 

① 廃棄物の減量化は、廃棄物の処理に伴い発生する温室効果ガスの削減につながりま

す。 

② 廃棄物の発生抑制（リデュース）、断る（リフューズ）、再利用（リユース）、再生

利用（リサイクル）の４Ｒの取り組みが重要になります。 

 

⑵ 推 進 策 

 

① 廃棄物の減量化及びリサイクルの推進 

 

1) 市の事務事業から排出される廃棄物については、分別回収ボックスを「可燃物、不燃

物、リサイクル用紙、ビン、缶、ペットボトル」ごとに設置し、ごみの分別を徹底しま

す。 

2) 事務用品（フラットファイル等）を繰り返し利用します。 

3) 使用済用紙（カレンダー、ポスター等）の裏面を使用します。 

 

② 廃プラスチック排出量の削減 

 

1) 大垣市グリーン購入基本方針（グリーン購入調達指針）に基づき、環境に配慮した物

品購入を行い、使い捨てプラスチック製品の排出を抑制します。 

2) 廃プラスチックのリサイクル等を推進します。 

3) マイバッグの利用を促進します。 

 

③ 下水処理量の削減 

 

下水道管渠の不明水の調査や修繕を実施します。 
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取組項目６ 市職員の意識向上 

 

⑴ 考 え 方 

 

① 地球温暖化対策は、国民全体の課題であり、市職員一人ひとりに正しい知識と積極的

な行動が要求されます。 

② 地球温暖化対策の意識の向上には、制度上の職員研修の機会の提供と自発的な研修が

不可欠です。 

 

⑵ 推 進 策 

 

① 研修会への参加 

 

1) 地球温暖化対策に関する研修に参加しやすい環境を整備します。 

2) 市職員に地球温暖化対策に関する情報を提供します。 

 

② 環境活動への参加 

 

地球温暖化対策に関し、家庭でできる取り組み（アイドリングストップや自転車利用、

省エネ製品の購入等）を積極的に行います。 
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第２章 第４次地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の評価 

 

１ 評価の趣旨 

 

本市では、市役所自らが事業者・消費者の立場から、環境保全に向けた行動を率先して

実施し、環境負荷の低減を図るとともに、市民・事業者の行う地球温暖化防止対策に配慮

した自主的な取り組みを促進することを目的として、大垣市第4次地球温暖化対策実行計

画（事務事業編）を策定しています。 

この施策について、環境マネジメントシステムのＰＤＣＡサイクルに基づき、継続的な

見直しや改善に取り組むため、実施状況を評価するとともに、進行管理を行いました。 

 

 

〔マネジメントシステムによる進行管理〕 

 
 

             

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

  

計  画 

Ｐｌａｎ 

改  善 

Ａｃｔｉｏｎ 

評  価 

Ｃｈｅｃｋ 

地球温暖化対策 
実行計画 

（事務事業編） 

実  施 

Ｄｏ 
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２ 評価の方法 

 

⑴ 施策評価 

 

市の事務・事業における温室効果ガス排出量の削減を目指し、別に定める基本目標（数

値目標）について目標指標の達成度について評価を行いました。 

 

⑵ 事業評価 

 

具体的な取り組みとして掲げている事業について、進捗状況の評価を行いました。 

 

 

〔評価の方法〕 

区分 施策評価 事業評価 

① 対  象 基本目標 

（4指標/4指標） 

具体的な取り組みに掲げる事業 

（34事業/34事業） 

② 内  容 指針の基本目標について、年度別の

目標値に対する実績値及び評価基

準による評価を実施。 

指針に掲げた事業について、一次評

価として、年度別の進捗状況及び評

価基準による評価を実施。 

③ 評価基準 基本目標の目標値に対する実績値

の割合を評価。 

Ａ：目標達成 

Ｂ：目標達成率80％以上 

Ｃ：目標達成率70％以上 

Ｄ：目標達成率60％以上 

Ｅ：目標達成率60％未満 

事務事業の実施状況に基づき評価。 

 

Ａ：実 施 

Ｂ：実施見込 

Ｃ：実施に向け検討中 

Ｄ：未実施 
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３ 評価結果の概要 

 

⑴ 施策評価の結果 

 

計画の施策評価について、4つの目標指標に対して、Ａ評価が2施策、Ｂ評価が1施策、Ｅ

評価が1施策となっています。 

温室効果ガスの削減に向け、施策内の事業の見直しを行うなど、さらなる推進改善に努

めていきます。 

 

 

〔施策評価結果〕 

№ 目標指標名 
基準値 目標値、実績値、評価 

R元 R3 R4 R5 R6 R7 

1 
各施設温室効

果ガス排出量

（kg-CO₂） 

19,279,608 17,351,647

(削減率 :10.0%) 

15,423,686 

(削減率 :20.0%) 

13,495,726 

(削減率 :30.0%) 

11,567,765 

(削減率 :40.0%) 

9,639,804 

(削減率 :50.0%) 

 15,498,979 

(削減率:19.6%) 

16,955,333 

(削減率 :12.0%) 

16,670,339 

(削減率 :13.5%) 

15,723,883 

(削減率 :18.4%) 

 

  Ａ Ｅ Ｅ ※Ｅ  

2 浄化センター

温室効果ガス

排出量（kg-CO

₂/千㎥） 

156.6 155.0 

(削減率 :1.0%) 

153.5 

(削減率:2.0%) 

151.9 

(削減率 :3.0%) 

150.3 

(削減率 :4.0%) 

148.77 

(削減率 :5.0%) 

 140.6 

(削減率 :10.2%) 

130.0 

(削減率 :17.0%) 

133.5 

(削減率 :14.8%) 

115.6 

(削減率 :26.2%) 

 

  Ａ Ａ Ａ Ａ  

3 市民病院温室

効果ガス排出

量（kg-CO₂/㎡

h） 

12.71 12.58 

(削減率 :1.0%) 

12.46 

(削減率:2.0%) 

12.33 

(削減率 :3.0%) 

12.20 

(削減率 :4.0%) 

12.07 

(削減率 :5.0%) 

 13.21 

(削減率 :-3.9%) 

12.67 

(削減率 :0.3%) 

12.69 

(削減率 :0.2%) 

12.21 

(削減率 :3.9%) 

 

  Ｅ Ｅ Ｅ Ｂ  

 ※ 30度を超える真夏日が97日と猛暑が続いたため、各施設の空調の使用期間・時間が

増加したこと等による。 
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№ 目標指標名 
基準値 目標値、実績値、評価 

R元 R3 R4 R5 R6 R7 

4 協働分温室効

果ガス排出量 

（kg-CO₂） 

42,744,627 42,317,181 

(削減率 :1.0%) 

41,889,734 

(削減率 :2.0%) 

41,462,288 

(削減率 :3.0%) 

41,034,842 

(削減率 :4.0%) 

40,607,396 

(削減率 :5.0%) 

 34,721,082 

(削減率 :18.8%) 

35,749,008 

(削減率 :16.4%) 

35,474,784 

(削減率 :17.0%) 

36,721,533 

(削減率 :14.1%) 

 

  Ａ Ａ Ａ Ａ  
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⑵ 事業評価の結果 

計画の事業評価については、34事業全てがＡ評価となっています。 

引き続き、温室効果ガスの排出削減に向け、適切な事業実施に努めていきます。 

 

〔施策体系ごとの一覧〕 

取組項目 事業数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

① 15 15 0 0 0 

②  2  2 0 0 0 

③  7  7 0 0 0 

④  2  2 0 0 0 

⑤  5  5 0 0 0 

⑥  3  3 0 0 0 

合計 34 34 0 0 0 

※ ① 施設等における省エネ活動 

② 新エネルギー・省エネルギーの導入 

③ 公用車燃料等削減の取り組み 

④ 環境負荷の少ない製品、工法の選択 

⑤ 廃棄物の発生抑制及びリサイクルの取り組み 

⑥ 職員意識向上 

 

① 施設等における省エネ活動 

事業名 
実施

状況 

事業概要 評

価 令和6年度末の進捗状況 

電気使用量

の削減 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施 昼休み、終業時には、室内の照明器具、ＯＡ機器等（常時稼働を

要するものは除く。）、電気製品等の電源を切るなど、待機時消

費電力の削減に努めます。 

Ａ 

昼休み、終業時には、事務事業上可能な範囲において執務室内の

照明器具、ＯＡ機器等、電気製品等の電源を切るなど、待機時消

費電力の削減に努めました。 

実施 執務中、職場内の不必要な照明を消灯します。 Ａ 

執務中、職場内の不必要な照明を消灯しました。 

実施 緊急時を除き、ノー残業デーの取り組みを徹底します。 Ａ 

緊急時を除き、ノー残業デーの取り組みを徹底しました。 
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事業名 
実施

状況 

事業概要 評

価 令和6年度末の進捗状況 

電気使用量

の削減 

実施 冷暖房を適正温度に管理します。 Ａ 

室内の設定温度は、病院、福祉施設等を除き、原則冷房28℃、暖

房19℃としました。 

適正な温度管理を推進するため、環境省が提唱する国民運動「ク

ールチョイス」を積極的に展開しました。 

事務室の保温効果を高めるため、夏季、冬季の退庁時にはブライ

ンドを下げました。 

〇 令和6年度実績：クールビズ（5月～10月）、ウォームビズ

（12月～3月）、クールチョイス（通年） 

都市ガス使

用量の削減 

実施 エネルギー供給設備で使用する燃料使用量の削減に向け、計画

的な整備、運転管理を行います。 

Ａ 

ＬＰＧ使用

量の削減 

エネルギー供給設備で使用する燃料使用量の削減に向け、計画

的な整備、運転管理を行いました。 

〇 令和6年度実績：市事務事業における各燃料使用量 

都市ガス使用量 1,287,617㎥（前年度比15.9％増加） 

ＬＰＧ使用量  80,065㎥（前年度比2.1％減少） 

Ａ重油使用量  1,694,897ℓ（前年度比0.2％減少） 

灯油使用量   447,156ℓ（前年度比5.0％増加） 

※ 都市ガスについては、各施設において、夏場のガス空調等の

使用頻度が増加したため、使用量も増えました。 

  灯油については、冬場のストーブの使用が増加したため、使

用量も増えました。 

Ａ重油使用 

量の削減 

灯油使用量

の削減 

灯油使用量

の削減 

実施 冷暖房を適正温度に管理します。（再褐） Ａ 

室内の設定温度は、病院、福祉施設等を除き、原則冷房28℃、暖

房19℃としました。 

適正な温度管理を推進するため、環境省が提唱する国民運動「ク

ールチョイス」を積極的に展開しました。 

事務室の保温効果を高めるため、夏季、冬季の退庁時にはブライ

ンドを下げました。 

〇 令和6年度実績：クールビズ（5月～10月）、ウォームビズ

（12月～3月）、クールチョイス（通年） 
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事業名 
実施

状況 

事業概要 評

価 令和6年度末の進捗状況 

水使用量の

削減 

実施 こまめな節水を行います。 Ａ 

こまめな節水を行いました。 

〇 令和6年度実績： 

市事務事業における水使用量 874,895㎥ 

（前年度比51.9％減少） 

実施 二次利用水の使用に努めます。 Ａ 

二次利用水の使用に努めました。 

〇 令和6年度実績： 

市事務事業における水使用量 874,895㎥ 

（前年度比51.9％減少） 

事務用紙等

使用量の削

減 

実施 印刷物をできる限り簡素化し印刷部数の適正化を図ります。 Ａ 

印刷物をできる限り簡素化し印刷部数の適正化を図りました。 

〇 令和6年度実績： 

市事務事業における事務用紙使用量 29,967,652枚 

（前年度比7.6％減少） 

実施 文書は、原則として両面印刷とします。 Ａ 

文書は、原則として両面印刷しました。 

〇 令和6年度実績： 

市事務事業における事務用紙使用量 29,967,652枚 

（前年度比7.6％減少） 

実施 文書の下書き、校正、テスト印刷等を行う場合、片面印刷済用紙

（裏紙）を活用します。 

Ａ 

文書の下書き、校正、テスト印刷等を行う場合、片面印刷済用紙

（裏紙）を活用しました。 

〇 令和6年度実績： 

市事務事業における事務用紙使用量 29,967,652枚 

（前年度比7.6％減少） 
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事業名 
実施

状況 

事業概要 評

価 令和6年度末の進捗状況 

事務用紙等

使用量の削

減 

 

実施 文書類は、できる限りパソコンを使用して作成し、その送付は、

庁内情報システム（電子メール）を利用します。 

Ａ 

文書類は、できる限りパソコンを使用して作成し、その送付は、

庁内情報システム（電子メール）を利用しました。 

〇 令和6年度実績： 

市事務事業における事務用紙使用量 29,967,652枚 

（前年度比7.6％減少） 

実施 各種報告書などの文書は、できる限りホームページで公開する

ことにより、作成部数の削減を図ります。 

Ａ 

各種報告書などの文書は、できる限りホームページで公開する

ことにより、作成部数の削減を図りました。 

〇 令和6年度実績： 

市事務事業における事務用紙使用量 29,967,652枚 

（前年度比7.6％減少） 

実施 使用済封筒の再使用を図ります。 Ａ 

〇 令和6年度実績：庁内メール便への使用等、使用済封筒の再

使用を図りました。 

緑化の推進 実施 各施設において、グリーンカーテンの設置や屋上緑化、壁面緑化

等の積極的な実施に努め、空調使用時間の低減を図ります。 

Ａ 

各庁舎及び学校等において、グリーンカーテンの設置や屋上緑

化、壁面緑化等の積極的な実施に努め、空調使用時間の低減を図

りました。 

〇 令和6年度実績：本庁舎、柿の木荘  
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② 新エネルギー・省エネルギーの導入 

事業名 
実施

状況 

事業概要 評

価 令和6年度末の進捗状況 

新エネルギ

ー設備の導

入 

実施 クリーンなエネルギーである太陽光発電や消化ガス発電、地中

熱利用などの新エネルギーについて、補助制度を活用しながら

率先して設置します。 

Ａ 

太陽光発電設備導入を図るため、「公共施設への太陽光発電設備

等導入事業」プロポーザルを実施し、契約候補者を選定しまし

た。 

（今後の実施予定） 

令和7年度以降：プロポーザルで提案のあった施設へ太陽光発電

設備の設置 

省エネルギ

ー設備の導

入 

実施 空調などの設備やクリーンセンターの焼却炉の長寿命化などの

更新時や新設時において、エネルギー消費効率の良い設備の導

入を努めます。 

Ａ 

各施設において空調機や照明機器の更新時において、エネルギ

ー消費効率の良い設備を導入しました。 

〇 令和6年度実績： 

（照明ＬＥＤ化） 

各地区センター、勝山斎場、クリーンセンター、上石津老人福

祉センター、南部子育て支援センター、競輪場、北部・南部水

源地、浄化センター、赤坂本陣公園、各市営住宅、江東小学校

（屋内運動場）、青年の家、墨俣一夜城、上石津郷土資料館、

輪中館、市民病院 

（空調機器更新） 

かたらいプラザ・ケアハウスお勝山、墨俣デイサービスセンタ

ー、上石津老人福祉センター、旧清水家住宅 

（窓ガラスの断熱対策） 

 江東小学校（屋内運動場） 

（チリングユニットの更新） 

日本昭和音楽村江口夜詩記念館 
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③ 公用車燃料等削減の取り組み 

事業名 
実施

状況 

事業概要 評

価 令和6年度末の進捗状況 

公用車燃料

使用量の削 

減 

実施 駐停車時にエンジンを停止するアイドリングストップを実施し

ます。 

Ａ 

駐停車時にエンジンを停止するアイドリングストップを実施し

ました。 

実施 エコドライブを実施します。 Ａ 

〇 令和6年度実績： 

急加速、急発進、急ブレーキをしませんでした。 

不要な荷物を積みっぱなしにしませんでした。 

タイヤの空気圧を毎月1回点検しました。 

回転計（タコメーター）が装着されている場合、約2,000rpm

（回転）を超えないように運転しました。 

また、令和6年7月に、車両責任者講習会を開催し、効率運転の

啓発を実施しました。 

公用車走行 

距離の削減 

 

実施 同じ方向に出向く時は、相乗りによる公用車の効率的利用を図

ります。 

Ａ 

同じ方向に出向く時は、相乗りによる公用車の効率的利用を図

りました。 

〇 令和6年度実績： 

市事務事業における公用車走行距離 1,993,454㎞ 

（前年度比3.7％減少） 

実施 公用車使用実態を精査し、台数の見直しを行い、その削減を図り

ます。 

Ａ 

大垣市第4次地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の取組を通

じて、各所属において車両運転時の走行距離や燃料使用量を把

握しました。 

また、公用車管理システムを導入し、公用車使用実態を精査しま

した。 

〇 令和6年度実績： 

ガソリン 使用量：121,125ℓ 走行距離：1,285,968㎞ 

軽  油 使用量：134,217ℓ 走行距離： 707,486㎞ 
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事業名 
実施

状況 

事業概要 評

価 令和6年度末の進捗状況 

公用車走行 

距離の削減 

実施 車両ごとの走行距離、燃費等を把握するなど、燃料消費の調査を

きめ細かく行います。 

Ａ 

各所属において車両ごとの走行距離、燃費等を把握し、燃料消費

の調査を行い、年1回環境政策課へ報告をしました。 

〇 令和6年度実績：調査実施 4月 

実施 短距離（1㎞以内）の移動には、できる限り自転車を利用します。 Ａ 

短距離（1㎞以内）の移動には、できる限り自転車を利用しまし

た。 

〇 令和6年度実績：公用自転車利用回数 532回 

次世代自動

車への更新 

実施 公用車等の更新時には、ハイブリッド車やプラグインハイブリ

ッド車などの環境負荷が低減される次世代自動車を選択しま

す。 

Ａ 

公用車等の更新時には、ハイブリッド車やプラグインハイブリ

ッド車などの環境負荷が低減される次世代自動車を選択しまし

た。 

〇 令和6年度実績：低公害車（天然ガス自動車・ハイブリッド

車等）、新燃費基準達成車の保有台数 263台/320台 

 令和6年度 ＥＶ導入3台（クリーンセンター、公園みどり課、

債権管理課） 

※ 参考：令和5年度実績 249台/320台 
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④ 環境負荷の少ない製品、工法の選択 

事業名 
実施

状況 

事業概要 評

価 令和6年度末の進捗状況 

グリーン購

入の推進 

実施 大垣市グリーン購入基本方針（公共工事における環境配慮指針）

に基づき、施設の新設や増設における新エネルギーや省エネル

ギー設備の導入、また、リサイクル資材の使用など環境に配慮し

た工事設計を行います。 

Ａ 

〇 令和6年度実績：大垣市グリーン購入基本方針（公共工事に

おける環境配慮指針）に基づき、施設の新設や増設における新

エネルギーや省エネルギー設備の導入、また、リサイクル資材

の使用など環境に配慮した工事設計を行いました。また、庁内

に情報提供を行いました。 

実施 大垣市グリーン購入基本方針（グリーン購入調達指針）に基づ

き、環境に配慮した物品購入を行います。 

Ａ 

〇 令和6年度実績：大垣市グリーン購入基本方針（グリーン購

入調達指針）に基づき、環境に配慮した物品購入を行いまし

た。また、庁内に情報提供を行いました。 
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⑤ 廃棄物の発生抑制及びリサイクルの取り組み 

事業名 
実施

状況 

事業概要 評

価 令和6年度末の進捗状況 

廃棄物の減

量化及びリ

サイクルの

推進 

実施 分別回収ボックスを「可燃物、不燃物、リサイクル用紙、ビン、

缶、ペットボトル」ごとに設置し、ごみの分別を徹底します。 

Ａ 

〇 令和6年度実績：各所属、各階及び庁舎ゴミ庫において、可

燃物、不燃物、リサイクル用紙、ビン、缶、ペットボトル等ご

みの分別手法を改善徹底しました。 

実施 事務用品（フラットファイルほか）を繰り返し利用します。 Ａ 

〇 令和6年度実績：各所属において、事務用品を繰り返し利用

し、廃棄物の減量化に努めました。 

実施 使用済用紙（カレンダー、ポスター）の裏面を使用します。 Ａ 

使用済用紙（カレンダー、ポスター）の裏面を使用し、可燃物の

減量化や事務用紙使用量の削減に努めました。 

〇 令和6年度実績： 

市事務事業における事務用紙使用量 29,967,652枚 

（前年度比7.6％減少） 

廃プラスチ

ック排出量

の削減 

実施 廃プラスチックのリサイクルを推進します。 Ａ 

〇 令和6年度実績：令和6年9月2日より、クリーンセンターに

てプラスチック使用製品廃棄物の拠点回収を実施し、リサイ

クル業者へ引渡しました。 

 引渡し量：3,400kg  

下水処理量

の削減 

実施 下水管管渠の不明水の調査・修繕を実施します。 Ａ 

〇 令和6年度実績：下水管管渠の不明水の調査・修繕を計画的

に実施しました。 
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⑥ 職員意識向上 

事業名 
実施

状況 

事業概要 評

価 令和6年度末の進捗状況 

研修会の参

加 

実施 地球温暖化対策に関する研修に参加しやすい環境を整備しま

す。 

Ａ 

地球温暖化対策に関する研修について情報収集を行い、職員の

参加を促進しました。 

「岐阜県地球温暖化防止活動推進センター推進員研修会」や「地

域共生型再エネ導入促進に向けた説明会」等へ出席 

実施 職員に地球温暖化対策に関する情報を提供します。 Ａ 

クールビズ、ウォームビズ、及び夏季冬季の省エネ節電対策実施

時において、庁内情報システムの掲示板機能を活用し、地球温暖

化対策に関する情報を提供しました。 

〇 令和6年度実績：クールビズ（5月～10月）、ウォームビズ

（12月～3月）、クールチョイス（通年） 

環境活動の

参加 

実施 地球温暖化対策に関し、家庭でできる取り組み（アイドリングス

トップ、自転車利用、省エネ製品の購入等）を積極的に行いま

す。 

Ａ 

クールビズ、ウォームビズ、及び夏季冬季の省エネ節電対策実施

時において、庁内情報システムの掲示板機能を利用して温室効

果ガスの排出削減のための取り組みについても周知しました。 

〇 令和6年度実績：クールビズ（5月～10月）、ウォームビズ

（12月～3月）、クールチョイス（通年） 
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第３章 大垣市の取り組みに対する市民アンケート調査結果（抜粋） 

 

１ 調査結果の概要 

 

１－１ 調査の目的 

 

本調査は、大垣市未来ビジョンに基づくまちづくりを継続的にすすめていくにあたり、

本市の取り組み等に対する市民の意見や意向を把握するため、市内に在住する一般市民に

対して実施しました。 

 

 

１－２ 調査の設計 

⑴ 対象者数  3,000人 

⑵ 調査対象  市内に在住する満18歳以上の男女 

⑶ 抽出方法  無作為抽出 

⑷ 調査方法  郵送配付し、郵送返送又はインターネットによる無記名アンケート方式 

⑸ 調査期間  令和6年4月19日（金）～令和6年5月13日（月） 

 

 

１－３ 回収結果 

 

955人（回収率：31.8％） 

 

 

１－４ 報告書の見方 

 

⑴ 比率は、すべてパーセンテージで表し、小数点以下第2位を四捨五入して算出しまし

た。そのため合計が100％にならないことがあります。 

⑵ 本報告書の表・グラフ等の見出し及び文章中での回答選択肢は、本来の意味を損なわ

ない程度に省略して掲載している場合があります。 
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２ 調査結果の分析 

 

２－１ 調査対象者の属性 

 

⑴ 対象者の性別（問1） 

 

 

 

「対象者の性別」についてたずねたところ、「男性」が45.5％、「女性」が52.8％、「無

回答」が1.6％となっています。 

 

№ 選択項目 回答数 割合 

1 男性 435 45.5％ 

2 女性 504 52.8％ 

3 回答しない 8 0.8％ 

3 無回答 8 0.8％ 

 合計 955 100.0％ 

  

あなたの性別は？ 
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⑵ 対象者の年齢（問2） 

 

 

 

 

「対象者の年齢」についてたずねたところ、「70歳以上」が24.5％と最も多く、次いで

「60～69歳」（21.4％）、「50～59歳」（20.3％）となっています。 

 

№ 選択項目 回答数 割合 

1 29歳以下 82 8.6％ 

2 30～39歳 92 9.6％ 

3 40～49歳 140 14.7％ 

4 50～59歳 194 20.3％ 

5 60～69歳 204 21.4％ 

6 70歳以上 234 24.5％ 

7 無回答 9 0.9％ 

 合計 955 100.0％ 

  

あなたの年齢は？（令和6年4月1日現在の満年齢でお答えください。） 
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⑶ 対象者の職業（問3） 

 

 

 

 

「対象者の職業」についてたずねたところ、「家事専業・無職」が32.5％と最も多く、

次いで「会社員」（30.4％）、「パート・アルバイト」（16.6％）となっています。 

 

№ 選択項目 回答数 割合 

1 会社員 290 30.4％ 

2 公務員 55 5.8％ 

3 自営業 75 7.9％ 

4 学生 30 3.1％ 

5 パート・アルバイト 159 16.6％ 

6 その他 26 2.7％ 

7 家事専業・無職 310 32.5％ 

8 無回答 10 1.0％ 

 合計 955 100.0％ 

  

あなたの職業は？ 
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２－２ 大垣市の取り組みに対する満足度・重要度について 

 

6つの未来のピース毎に定めた分野の取り組みに対する満足度・重要度（問17） 

 

 

 

 

⑴ 分析方法 

 

① 加重平均値 

満足度と重要度については、5段階評価による各選択肢を点数化し、各選択肢の回答数に

その点数を乗じ、総回答者数で除することにより、加重平均値を算出し分析しました。 

なお、加重平均値については、小数点以下第3位を四捨五入し算出しています。 

したがって、回答者全員が「①：満足している」を選択した場合の加重平均値は、最も

大きい「2.00」となり、逆に、回答者全員が「⑤：不満である」を選択した場合の加重平

均は、最も小さい「-2.00」となります。つまり、加重平均値が「2.00」に近づくほど、満

足度が高い、または、重要度が高いと言えます。 

 

満足度 重要度 

選択肢 点 数 選択肢 点 数 

① 満足している ＋2点 ① 重要である ＋2点 

② やや満足している ＋1点 ② やや重要である ＋1点 

③ ふつう 0点 ③ ふつう 0点 

④ やや不満である －1点 ④ あまり重要でない －1点 

⑤ 不満である －2点 ⑤ 重要でない －2点 

 

加重平均値 評価 

 2.00 満足度・重要度が高い 

 1.00 
 

 0.00 ふつう 

-1.00 
 

-2.00 満足度・重要度が低い 

  

市の取り組みについて、現状における「満足度」と、今後の取り組みとしての「重要
度」をおたずねします。【各項目について現在の満足度、今後の重要度で各1つ選択】 
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② ニーズ度 

市民ニーズを把握するため、満足度及び重要度の加重平均値からニーズ度を算出しまし

た。ニーズ度が高いほど、今後、優先的かつ重点的に取り組むべき分野と言えます。 

回答者全員が重要度で「①：重要である」を選択（加重平均値は2.00となる）し、満足

度で「⑤：不満である」を選択（加重平均値は-2.00となる）した場合は、ニーズ度が最も

大きくなり、逆に、重要度で「⑤：重要でない」を選択（加重平均値は-2.00となる）し、

満足度で「①：満足している」を選択（加重平均値は2.00となる）した場合は、ニーズ度

が最も小さくなります。 

 

ニーズ度 ＝ 重要度（加重平均値） － 満足度（加重平均値） 

  



第３章 大垣市の取り組みに対する市民アンケート調査結果（抜粋） 

37 

〔設問内容〕 

未来のピース 分野 № 設問項目 

ピース1 

みんなが住みやすい

まち 

（都市基盤） 

土地利用・都

市空間 

1 地域の特性に応じた土地利用や都市空間の整

備 

住生活 2 安心してくらせる居住環境の整備 

景観・公園・緑

化 

3 
良好な景観の形成や公園・緑地の整備 

水道・下水道 4 安全で安心な水道水の供給や下水道の計画的

な整備 

総合交通・道

路 

5 安全で利便性の高い公共交通や道路環境の整

備 

移住・定住 6 若者をはじめ、子育て世代の移住・定住の促

進 

スマートシテ

ィ 
7 

デジタル化による市民サービスの向上や安

全・安心なデジタル環境の整備 

ピース2 

みんなが元気なまち 

（産業振興） 

産業 8 産業活性化の推進や産業人材の確保・育成 

商業 9 中心市街地や商業の活性化 

農業 10 農業の振興や活性化 

森林・林業 11 森林の整備や森林資源の利活用 

観光 12 観光の振興や観光客受入体制の充実 

労働 13 安心して働くことのできる就労環境の整備 

ピース3 

みんなが安心するま

ち 

（生活環境） 

治水 14 水害・土砂災害対策の推進 

防災 15 防災力の向上や防災体制の整備、災害時支援

体制の充実 

消防・救急 16 消防体制や救急救助体制の充実 

生活安全 17 防犯対策や交通安全対策、消費者の安全対策

の充実 

生活環境 18 生活環境保全の推進や環境衛生の向上、廃棄

物処理体制の充実 

脱炭素 19 地球環境保全の推進、ごみの減量やリサイク

ルの推進 
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未来のピース 分野 № 設問項目 

ピース4 

みんながあったかい

まち 

（健康・福祉・人権） 

健康 20 健康づくりの推進や感染症予防の促進 

医療 21 良質な医療の提供や救急医療体制の充実 

地域福祉 22 地域福祉の推進や福祉施設の充実 

障がい者（児）

福祉 

23 障がい者の自立した暮らしへの支援や社会参

加の促進、障がい児への支援 

高齢者福祉 24 高齢者の生きがい・健康づくりの推進や自立

した生活への支援 

社会保障 25 社会保障制度の適正な運用や生活困窮者の自

立への支援 

人権 26 人権意識の高揚に向けた人権尊重や人権教育

の推進 

男女共同参画 27 男女がお互いを尊重しあえるまちの実現に向

けた男女共同参画の推進 

多文化共生 28 国籍にとらわれずお互いを尊重しあえるまち

の実現に向けた多文化共生の推進 

ピース5 

みんなが成長するま

ち 

（人づくり） 

子育て支援 29 母子保健サービスや保育・幼児教育、子育て

支援などの充実 

青少年健全育

成 

30 健全な青少年の育成や青少年育成施設の充実 

学校教育 31 学力向上の推進や健全な心と体の育成、多様

なニーズに応じた教育の推進 

生涯学習 32 生涯にわたり学び、生きがいをもって活動的

に暮らせる環境の整備 

生涯スポーツ 33 生涯スポーツや競技スポーツの振興、スポー

ツ環境の充実 

文化振興 34 芸術文化の振興や文化財の活用、ふるさと文

化の高揚 

ピース6 

みんなが主役のまち 

（市民協働） 

市民協働 35 市民協働の推進や地域自治活動の促進 

行政経営 36 開かれた行政や行政資源の最適化及び効率化

の推進 
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〔環境保全施策に対する市民アンケート結果〕 

項目 令和6年アンケート結果 令和5年（前回）アンケート結果 

満 足 度 3位（ 0.30） ↑ 7位（ 0.20） ↑ 

重 要 度 10位（ 1.05） ↓ 9位（ 1.05） ↑ 

ニーズ度 18位（ 0.74） ↓ 15位（ 0.84） ↓ 
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